
１ 定員管理の状況（令和５年４月１日現在） 

地方公共団体定員管理調査による令和５年４月１日現在の定員管理の状況は以下のとおりであ

る。 

(1) 職員数の状況（表－１、表－２） 

① 一般行政部門 

県内の市町村及び一部事務組合等の一般行政部門における職員数は､8,449人である。 

これを団体区分別にみると、市が 6,235人で 73.8％を占め、以下、町村 2,062人（24.4％）、一

部事務組合等 152人（1.9％）となっている（図－１）。 

また、職員数の構成を部門別にみると、全団体では総務が 2,582 人（30.6％）を占め最も多く、

以下、民生が 1,972人（23.3％）、衛生が 1,023 人（12.1％）、土木が 992 人（11.7％）、農林水産

が 708人（8.4％）、税務が 616人（7.3％）となっている（図－２）。 

② 特別行政部門 

市町村及び一部事務組合等の特別行政部門（教育及び消防部門）における職員数は 3,518人であ

る。 

これを団体区分別にみると、市が 1,620人で 46％を占め、以下、町村 351人（10％）、一部事務

組合等 1,547人（44％）となっている（図－３）。 

  また、職員数の構成を部門別にみると、全団体では教育が 1,518 人（43.1％）、消防が 2,000人

（56.9％）となっている（図－４）。 
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普通会計合計職員数に公営企業等会計の職員数を加えた総職員数は、14,016 人となっており、

令和４年４月１日時点（14,081人）に比べ 65人（0.5％）の減となった。 

これを団体区分別にみると、市が 9,351 人で総職員数の 66.7％を占め、以下、町村が 2,830 人

（20.2％）、一部事務組合等 1,835人（13.1％）となっている（図－５）。 

また、総職員数の構成を部門別にみると、全団体では一般管理が 5,454人（38.9％）と最も多く、

以下、福祉関係（民生・衛生）が 2,995 人（21.4％）、公営企業等が 2,046 人（14.6％）、消防が

2,000人（14.3％）、教育が 1,518人（10.8％）となっている（図－６）。 
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全団体
14,016人 市

9,351人
（66.7%）

町村
2,830人
（20.2%）

一部事務
組合等

1,835人
（13.1%）

81



 

 

 

 

 

 

 

 

全団体
14,016人

一般管理
5,454人
（38.9%）

民生・衛生
2,995人
（21.4%）

消防

2,000人
（14.3%）

公営企業
等会計

2,049人
（14.6%）

教育
1,518人
（10.8%）

図－６ 総職員数の部門別構成
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